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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光装置の製造方法であって、
　パッケージ上に、スタンプピンを用いて接着剤を塗布する塗布工程と、
　塗布された前記接着剤上に発光素子を載置する載置工程を有し、
　前記スタンプピンの先端は、中央に平面部を有するスタンプ面を有し、
　前記スタンプ面は、その外周に曲面を有し、
　前記曲面の曲率半径は、前記スタンプ面の全体の長さの、０．２５～０．３５倍であり
、
　該スタンプ面の面積は前記発光素子の底面積の約２．８～３．３倍であることを特徴と
する発光装置の製造方法。
【請求項２】
　前記発光素子は、底面が四角形であり、前記スタンプ面の平面部は円形である請求項１
記載の発光装置の製造方法。
【請求項３】
　前記塗布工程において、前記接着剤が供給されたスタンプ台と、前記スタンプピンとを
準備し、
前記スタンプピンに前記接着剤を転写した後、前記パッケージに前記接着剤を塗布する請
求項１又は請求項２に記載の発光装置の製造方法。
【請求項４】
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　前記スタンプ台は、上面に前記接着剤が連続的に供給されるように、貯蔵部と連続して
いる回転可能なディスクを備え、前記貯蔵部から供給された前記接着剤は、スキージによ
って、前記ディスク上への供給量が調整される請求項３に記載の発光装置の製造方法。
【請求項５】
　前記ディスクの下面、側面、上面を覆い、且つ、前記スタンプピンが挿入可能な開口部
を有するカバーを有する請求項４に記載の発光装置の製造方法。
【請求項６】
　前記ディスクは溝を有し、前記溝は、前記ディスクの回転方向に同心円状に設けられて
いる請求項４又は請求項５に記載の発光装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、接着剤によって発光素子が接着された発光装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体発光素子（以下、「発光素子」とも称する）は、通常、接着剤を介してパッケー
ジに接着（固定）され、その後、透光性の樹脂などで封止される。発光素子の大きさが数
μｍ程度と小さいため、接着剤の量も少なくてよく、その形成方法（塗布方法）としては
ピン転写方式と呼ばれる方法が適している。この方法は、ペースト状の接着剤を保持する
スタンプ台に、転写用のスタンプピンの先端（スタンプ面）を当接させて、そのスタンプ
面に接着剤を転写した後に、パッケージの発光素子載置位置に当接して接着剤を転写（塗
布）するという方法である。
【０００３】
　通常は、半導体素子の大きさに合致するスタンプピンが用いられる。例えば、特許文献
１に記載のスタンプピンは、接着剤が付着する範囲を調整することができるものであり、
これにより、目的の範囲で接着剤を転写させることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開昭６４－８１３２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載されているような、接着剤の付着範囲を変更するピン
を用いると、その塗布面積を調整することはできるものの、その高さまでを制御すること
はできない。そして、接着剤が多すぎると、発光素子の側面に多く這い上がりやすくなり
、それによって発光素子の発光効率等の特性に悪影響を与えるなどの問題が生じる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を解決するために、本発明に係る発光装置の製造方法は、パッケージ上に、ス
タンプピンを用いて接着剤を塗布する塗布工程と、塗布された接着剤上に発光素子を載置
する載置工程を有し、スタンプピンの先端は、中央に平面部を有するスタンプ面を有し、
スタンプ面の面積は前記発光素子の底面積の約２．８～３．３倍であることを特徴とする
。
【０００７】
　また、本発明に係る発光装置は、パッケージと、パッケージの上に接着剤を介して載置
される発光素子と、発光素子を被覆する封止部材と、を有する発光装置であって、接着剤
は、発光素子とパッケージの間に設けられる下部接着剤と、発光素子の周辺に設けられる
周辺接着剤と、を有し、周辺接着剤は、発光素子の中心と、発光素子の側面の中心とを結
ぶ中心線における断面視において、パッケージと接する幅（Ｌ）と、発光素子の側面と接
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する高さ（Ｈ）とが、Ｌ＞Ｈの関係を満たすことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　このような構成によれば、発光素子の接着剤による発光素子の特性への悪影響を低減す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１（ａ）～（ｃ）は、実施の形態に係る発光装置の製造方法の工程を説明する
図である。
【図２】図２（ａ）～（ｃ）は、実施の形態に係る発光装置の製造方法の工程を説明する
図である。
【図３】図３（ａ）～（ｃ）は、実施の形態に係る発光装置の製造方法の工程を説明する
図である。
【図４】図４は、実施の形態に係る発光装置の製造方法を説明する図である。
【図５】図５は、スタンプピンの先端の一例を示す側面図である。
【図６Ａ】図６Ａは、実施の形態に係る発光装置の断面図及び一部拡大図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、図６Ａに係る発光装置の上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明を実施するための形態を、以下に図面を参照しながら説明する。ただし、以下に
示す形態は、本発明の技術思想を具現化するための発光装置を例示するものであって、以
下に限定するものではない。また、実施の形態に記載されている構成部品の寸法、材質、
形状、その相対的配置等は、特定的な記載がない限り、本発明の範囲をそれのみに限定す
る趣旨ではなく、単なる例示に過ぎない。尚、各図面が示す部材の大きさや位置関係等は
、説明を明確にするために誇張していることがある。
【００１１】
　〔発光装置の製造方法〕
　図１～図３を参照して、本発明の実施形態に係る発光装置の製造方法を説明する。図１
、図２は塗布工程の説明図であり、図１は、スタンプ台に設けられた接着剤をスタンプピ
ンの先端（スタンプ面）に転写する工程、図２は、スタンプピンに転写された接着剤を、
パッケージに転写する工程を示す。図３は、パッケージ上に転写された接着剤の上に発光
素子を実装する工程を示す。
【００１２】
　（塗布工程）
　本実施形態において、接着剤の塗布工程では、ピン転写方式を用いる。まず、接着剤３
が供給されたスタンプ台１と、スタンプピン２とを準備する。
【００１３】
　まず、スタンプピンに接着剤を転写する。詳細には、図１（ａ）に示すように、スタン
プ台１の上方に配置させたスタンプピン２を、下方向（図１（ａ）に示す矢印の方向）に
移動させて、図１（ｂ）に示すように、その先端（スタンプ面）を、スタンプ台１の接着
剤３に接触する（一部埋まる）位置にまで移動（降下）させる。その後、スタンプピン２
を上方向（図１（ｃ）に示す矢印の方向）に移動（上昇）させることで、スタンプ面に接
着剤を転写する。
【００１４】
　次に、発光装置のパッケージに接着剤を転写する。詳細には、図２（ａ）に示すように
、スタンプ面に接着剤を保持したスタンプピン２を、発光装置のパッケージ１１の上方に
配置し、下方向（図２（ａ）に示す矢印の方向）に移動させて、図２（ｂ）に示すように
、発光装置のパッケージ１１の上面に当接する。その後、スタンプピン２を上方向（図２
（ｃ）に示す矢印の方向）に移動（上昇）させることで、接着剤３をパッケージの上面に
転写する。
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【００１５】
　（載置工程）
　次いで、パッケージに転写された接着剤上に発光素子を載置する。尚、この工程は、塗
布工程でパッケージの上面に転写された接着剤が完全に硬化する前に行う必要がある。図
３（ａ）に示すように、コレットで吸着保持した発光素子１３を、発光装置のパッケージ
１１上に転写された接着剤３の上方に配置させる。その後、コレットを下方（図３（ａ）
に示す矢印の方向）に移動させて発光素子１３を接着剤３と接触させる。このとき、図３
（ｂ）に示すように、発光素子が接着剤に一部埋まるように、接着剤を押しのけて変形さ
せながら載置する。次いで、図３（ｃ）に示すように、真空吸着を解除した後にコレット
を上方（図３（ｃ）に示す矢印の方向）に移動させる。このようにして、接着剤に発光素
子の一部を埋設した状態で載置した後、接着剤を硬化させるため、加熱、光照射などを行
う。
【００１６】
　（その他の工程）
　上記の工程でパッケージに接着された発光素子は、通電のためにワイヤを接続する工程
、更に、発光素子やワイヤ等を保護するための透光性樹脂などの封止部材で封止する工程
、などを経る。発光素子をフェイスダウン実装する場合は、ワイヤ接続工程は不要である
。封止工程は、ポッティング（滴下）法、圧縮成型法、印刷法、トランスファモールド法
、ジェットディスペンス法などを用いることができる。
【００１７】
　以上の工程に用いられる各部材につき、以下、詳説する。
【００１８】
　（スタンプ台）
　スタンプ台は、流動性のある接着剤を保持するものであり、例えば、図１（ａ）に示す
ように、上面に凹部を備えている。スタンプ台の凹部は、スタンプピンのスタンプ面に一
度に転写される接着剤の容量に比して、大容量を保持する容積を有するものが好ましい。
これは、スタンプ面に接着剤が転写された分だけ、凹部内の接着剤の量が減っていくため
、それによる凹部内の接着剤の高さ（表面の位置）が大きく変化しにくいようにするため
である。
【００１９】
さらに、凹部の開口面積は大きく、また、凹部の深さは浅い方が好ましい。ただし、図１
（ａ）に示すような、壁に囲まれたひとつの凹部を備えるスタンプ台では、その凹部の開
口面積を大きくするのは限度がある。一度に転写する接着剤の量は微量でも、貯蔵してお
く接着剤の量は多めに保持できるスタンプ台が好ましい。そのため、例えば、図４に示す
ようなスタンプ台を用いるのが好ましい。図４は、回転可能なディスク（円盤）４と、そ
れを内包するカバー５と、を有するスタンプ台１の断面図を示す。回転するディスク４は
、その上面に接着剤３が連続的に供給されるように、貯蔵部（図４の左側）と連続してい
る。
【００２０】
　貯蔵部から供給された接着剤３は、スキージ（ヘラ）６によって、ディスク４上への供
給量（接着剤の高さ）が調整されるとともに、その上面を平坦な面に均されて移動する。
スキージ６は、貯蔵部の供給口を兼ねていてもよく、例えば、図４に示すように、上下方
向に移動可能なように設けることで、接着剤３の供給量を調整することができる。すなわ
ち、スキージ６を上昇させることで接着剤の供給量を多くし、スキージ６を下降させるこ
とで接着剤の供給量を少なくすることができる。また、スキージ６の下端は、ディスク４
の上面に対して略並行な直線形状とすることで、接着剤３の上面を平坦な状態でディスク
４上に供給することができる。さらに、スキージの先端は、その厚みが薄いものが好まし
く、例えば、図４に示すように、断面視が三角形となるよう、先端に向けて徐々に厚みを
薄くすることができる。
【００２１】
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　スタンプピンに転写される（保持される）接着剤の量は、接着剤の粘度、表面張力など
接着剤の物性にも左右されるため、その品質管理は重要であるが、それに加え、上記のよ
うなスキージによってディスク上の接着剤を目的や用途に応じて、任意に所定の厚みに均
すことにより、接着剤の転写量のばらつきを少なくし、適切な量の接着剤を転写（保持）
することができる。
【００２２】
　このような、ディスクとカバーとを有するスタンプ台の場合、カバーによってディスク
の側面（及び底面）が覆われているため、それらで囲まれた領域を凹部として機能させる
ことになるため、ディスク自体に凹部を有していなくてもよい。また、凹部を有するディ
スクや、あるいは、溝を有するディスクを用いてもよい。その場合、溝は、ディスクの回
転方向に同心円状に設けるのが好ましい。
【００２３】
　カバー５の上面の一部には、スタンプピン２が挿入可能な開口部が設けられており、ス
タンプ面をディスク４上に充填されている接着剤３に当接させる。その後、スタンプピン
を上昇させて、パッケージ上に移動させる（図４では、移動前と移動後のスタンプピンを
両方図示）。カバー５は、ディスク４の下面、側面、上面を覆うように設けられるのが好
ましい。このようにすることで、接着剤が外気と接触する面積を制限することができるた
め、ごみやほこりなどが混入しにくく、また、ディスクやカバーへの伝熱を抑制する材料
及び周辺環境とすることで、その内部に内包される接着剤の経時的変化を抑制することが
できる。カバー５の開口部は、スタンプピンの大きさ等に応じて適切な大きさで設けるこ
とができ、１又は複数設けてもよい。
【００２４】
　スタンプ台は、それ自体が温度変化しにくい部材で構成されるのが好ましく、具体的に
はステンレスなどが挙げられる。カバーとディスクとを有するスタンプ台などは、そのす
べてが同じ部材であってもよく、例えディスク及びカバーの下部や側面をステンレスとし
、開口部を有する上面の一部をプラスチックにするなど、複数の部材で構成されてもよい
。
【００２５】
　（スタンプピン）
　スタンプピン２は、その先端であるスタンプ面に接着剤を保持するものであり、スタン
プ台から発光装置へと、接着剤を移動（転写）させるものである。詳細には、スタンプ面
の中央に平面部を有しており、この平面部に接着剤を転写させる。スタンプ面の平面部は
、発光素子の底面積よりも大きな面積とするのが好ましく、スタンプ面の最大径は、パッ
ケージの大きさより小さくする必要があり、パッケージに凹部を有する場合は、その凹部
の底面の面積以下とする必要がある。具体的には、発光素子の底面面積の約２．８～３．
３倍程度が好ましい。例えば、上面視四角形の発光素子が、２６０μｍ×２６０μｍの場
合、スタンプ面をΦ５００μｍとすることができる。
【００２６】
　スタンプ面の平面形状は、転写後の接着剤形状が全方向に略均一となる円形が好ましく
、四角形の発光素子の対角線の長さよりも長い直径を持つ円形である。
【００２７】
　スタンプピンは、図１（ａ）などに示すように、側面はスタンプ面に対して垂直となっ
ているのが好ましい。特に、図５に示すように、スタンプピンの先端部分の側面（スタン
プ面に近い位置の側面）は、スタンプ面に対して垂直となっているのが好ましく、これに
より、スタンプピンの側面に、接着剤が這い上がりにくくすることができる。
【００２８】
　なお、スタンプピン自体が非常に細く、そのスタンプ面が微小であることから、スタン
プピン先端のエッジ（スタンプ面の外周）は、図５に示すように、丸みを帯びた形状とな
り、断面視はスタンプピン側面からスタンプ面の平面部の間（エッジ）が曲面となる。本
実施の形態において、スタンプ面の大きさ（面積）は、このエッジの曲面も含む大きさと
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する。図５に示すよう、円形のスタンプ面の場合、直径φはエッジの曲面の含めた長さを
指す。この曲面の曲率半径は、スタンプ面の全体の長さ（図５のφ）の、０．２５～０．
３５倍程度が好ましい。あるいは、平面部の長さ（直径）の、０．６～０．８倍が好まし
い。たとえば、円形のスタンプ面の場合、全体の長さ（直径）５００μｍのときに、エッ
ジの曲面の曲率半径を１５０μｍにすることができる。
【００２９】
　スタンプ面は、その中央が平面であるが、転写された後の接着剤は、必ずしも上面が平
面になるように転写されるわけではない。接着剤はペースト状であるため、表面張力が作
用し、転写後の接着剤の表面は、図３（ｃ）に示すように中央部が突出したドーム状にな
る。突出高さは、接着剤の粘度や量、さらにはスタンプピンの先端の曲面（スタンプ面の
エッジ）にもよるが、例えば、前述の直径φ５００μｍの円形のスタンプ面を有するスタ
ンプピンを用いて転写された接着剤は、Φ５００μｍ程度の円形で、中央部の高さ（パッ
ケージ上面からの距離）は、５０μｍ程度とすることができる。尚、ここでの高さは、発
光素子を載置する前の、塗布された直後の接着剤の高さを指している。
【００３０】
　（接着剤）
　　接着剤３は、パッケージに塗布する際にはペースト状であり、使用環境（作業場の温
度、湿度等）を所定の条件となるよう管理して使用される。使用環境を適切に管理するこ
とで、使用可能時間（使用開始してから粘度変化が所定範囲に抑制される時間）を長くす
ることがでる。これにより、使用不可となる接着剤の量（接着剤の廃棄量）を低減するこ
とができるとともに、スタンプ台の交換作業の間隔を長く、すなわち、交換作業の回数を
減らすことができる。接着剤の粘度は、時間経過とともに高くなる傾向があり、粘度が高
くなった接着剤は、スタンプピンに保持（転写）される量が多くなり易いが、使用環境を
適切に管理することで、スタンプピンに保持（転写）される接着剤の量を一定量に制御し
易くなる。
【００３１】
　〔発光装置〕
　図６Ａ、図６Ｂに示すように、発光装置１００は、パッケージ１１の上に接着剤１２を
介して載置される発光素子１３と、発光素子１３を被覆する封止部材１５と、を有する。
パッケージ１１は、絶縁性の基体１１ａと、電極となる一対のリード１１ｂと、を備える
。また、発光素子１３はワイヤ１４を介してリード１１ｂと電気的に接続されている。
【００３２】
　接着剤１２は、発光素子１３の底面積よりも広い面積で設けられており、発光素子１３
の直下に設けられる部分を下部接着剤１２ａ、発光素子の直下より外側に設けられる部分
を周辺接着剤１２ｂとする。周辺接着剤１２ｂはパッケージ１１の上面（凹部の底面）に
接するとともに、発光素子１３の側面にも接している。そして、接着剤１２の周辺接着剤
１２ｂは、上面視において、発光素子１３の中心と、発光素子１３の側面の中心とを結ぶ
中心線（図６ＢのＣ）における断面視において、パッケージ１１と接する幅（Ｌ）と、発
光素子の側面と接する高さ（Ｈ）とが、Ｌ＞Ｈを満たす関係となっている。つまり、接着
剤１２の周辺接着剤１２ｂは、パッケージ１１の上面で広がる距離の方が、発光素子１３
の側面に接する距離よりも、大きくなっている。
【００３３】
　接着剤の塗布面積を大きくすることで、温度変化などに伴う素子への内部応力の影響を
受けにくくすることができる。これにより、発光素子の接合性を損なうことなく、内部応
力による破損を抑制することができ、不灯や電気特性の異常などを生じにくくすることが
できる
【００３４】
　以下、各部材について詳述する。
【００３５】
　（パッケージ）
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　パッケージは、正負一対の電極として機能する一対の導電部材と、それらを一体的に保
持する絶縁性の基体と、を備える。例えば、ＣｕやＦｅなどの板状金属を加工したリード
フレームを導電部材とし、これらを一体的に固定する樹脂成形体を基体として備えたパッ
ケージ（樹脂パッケージ）が挙げられる。樹脂成形体としては、熱硬化性樹脂、熱可塑性
樹脂を用いることができ、特に、熱硬化性樹脂を用いるのが好ましい。熱硬化性樹脂とし
ては、エポキシ樹脂組成物、シリコーン樹脂組成物、シリコーン変性エポキシ樹脂などの
変性エポキシ樹脂組成物、エポキシ変性シリコーン樹脂などの変性シリコーン樹脂組成物
、ポリイミド樹脂組成物、変性ポリイミド樹脂組成物、ウレタン樹脂、変性ウレタン樹脂
組成物などをあげることができる。このような樹脂成形体の材料に、充填材（フィラー）
としてＴｉＯ２、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＭｇＯ、ＭｇＣＯ３、ＣａＣＯ３、Ｍｇ（ＯＨ
）２、Ｃａ（ＯＨ）２などの微粒子などを混入させることで光の透過率を調整し、発光素
子からの光の約６０％以上を反射するよう、より好ましくは約９０％を反射するようにす
るのが好ましい。
【００３６】
　また、基体としてセラミックやガラエポを用い、Ｃｕやタングステンなどの配線パター
ンを導電部材として備えたセラミックパッケージやガラエポパッケージ等も挙げられる。
更には、ＣＯＢ（Ｃｈｉｐ　ｏｎ　Ｂｏａｒｄ）やＣＯＦ（Ｃｈｉｐ　ｏｎ　Ｆｉｌｍ）
など、板状又はフィルム状の基体に、導電部材を貼り付けや印刷などで設けたものが挙げ
られる。導電部材は、その表面にＡｇなど反射率の高い金属をメッキするのが好ましい。
パッケージの形状、大きさ等については、目的や用途に応じて種々選択することができ、
平板状のものや、凹部を有するもの等とすることができる。
【００３７】
　（接着剤）
　接着剤は、発光素子をパッケージに接着し固定させるための部材であり、発光素子の底
面積よりも大きい面積で形成されている。本明細書では、発光素子の直下に設けられる部
分を下部接着剤、発光素子の直下よりも外側に設けられる部分を周辺接着剤とする。周辺
接着剤は、発光素子の中心と、発光素子の側面の中心とを結ぶ中心線における断面視にお
いて、パッケージと接する幅（Ｌ）と、発光素子の側面に接する高さ（Ｈ）とが、Ｌ＞Ｈ
の関係を満たすように設けられる。
【００３８】
　接着剤の周辺接着剤は、発光素子と共に、後述の封止部材によって被覆される。封止部
材と接着剤との界面は、保管環境の温湿度変化によって発生する内部応力の影響を受けや
すい。そのため、接着剤の周辺接着剤の表面積が小さいと、その封止部材と接着剤との界
面の面積が小さくなり、単位面積当たりにかかる内部応力の大きさが大きくなり易い。発
光素子の側面は、下側は接着剤と接しており、上側は封止部材と接しているため、その界
面に位置する発光素子の側面に内部応力が集中して作用し易くなり、場合によっては発光
素子に割れが生じる。そこで、封止部材と接する接着剤、すなわち、接着剤の周辺接着剤
の表面積を広くすることで、内部応力を分散し易くなり、単位面積当たりにかかる力を低
減することができる。更に、その際に、発光素子の側面と接する接着剤の面積よりも、パ
ッケージと接する接着剤の面積を大きくすることで、発光素子に近い位置に内部応力を集
中しにくくすることができる。
【００３９】
　接着剤としては、絶縁性の接着剤、導電性の接着剤のいずれでも用いることができる。
絶縁性の接着剤としては、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂などが挙げられ、導電性の接着
剤としては、銀、金、パラジウムなどの導電性ペーストや、Ａｕ－Ｓｎ共晶Ｓｎ－Ａｇ－
Ｃｕなどのはんだ材料、低融点金属等のろう材、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕなどが挙げられる。
【００４０】
　（封止部材）
　封止部材は、パッケージの上に載置された発光素子や導電部材を被覆すると共に、塵芥
や水分、更には外力などから保護する透光性部材である。
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【００４１】
　封止部材の材料としては、発光素子からの光を透過可能な透光性を有し、且つ、それら
によって劣化しにくい耐光性を有するものが好ましい。具体的な材料としては、シリコー
ン樹脂組成物、変性シリコーン樹脂組成物、変性エポキシ樹脂組成物、フッ素樹脂組成物
など、発光素子からの光を透過可能な透光性を有する絶縁樹脂組成物を挙げることができ
る。特にジメチルシリコーン、フェニル含有量の少ないフェニルシリコーン、フッ素系シ
リコーン樹脂などシロキサン骨格をベースに持つ樹脂を少なくとも１種以上含むハイブリ
ッド樹脂等も用いることができる。
【００４２】
　このような材料に加え、所望に応じて着色剤、光拡散剤、光反射材、各種フィラー、波
長変換部材（蛍光部材）などを含有させることもできる。この封止部材の外表面の形状に
ついては配光特性などに応じて種々選択することができる。例えば、上面を凸状レンズ形
状、凹状レンズ形状、フレネルレンズ形状などとすることで、指向特性を調整することが
できる。
【００４３】
　蛍光体としては、ユーロピウム賦活ストロンチウムアルミネート（ＳＡＥ）、ルテチウ
ムアルミニウムガーネット（ＬＡＧ）、イットリウムアルミニウムガーネット（ＹＡＧ）
、ユーロピウム賦活バリウムマグネシウムアルミネート（ＢＡＭ：Ｍｎ）、ベータサイア
ロンを母体材料とする酸窒化物蛍光物質等、具体的には、ＳｒＡｌ２Ｏ４：Ｅｕ、Ｌｕ３

Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ、（Ｙ，Ｇｄ）３（Ａｌ，Ｇａ）５Ｏ１２：Ｃｅ、ＢａＭｇＡｌ１０

Ｏ１７：Ｅｕ，Ｍｎ等、または、これらのいずれか１種が含まれた混合物が挙げられる。
【００４４】
　（発光素子）
　発光素子は、任意の波長の半導体発光素子を選択することができる。例えば、青色、緑
色の発光素子としては、ＺｎＳｅや窒化物系半導体（ＩｎＸＡｌＹＧａ１－Ｘ－ＹＮ、０
≦Ｘ、０≦Ｙ、Ｘ＋Ｙ≦１）、ＧａＰを用いたものを用いることができる。また、赤色の
発光素子としては、ＧａＡｌＡｓ、ＡｌＩｎＧａＰなどを用いることができる。さらに、
これ以外の材料からなる発光素子を用いることもできる。用いる発光素子の組成や発光色
、大きさや、個数などは目的に応じて適宜選択することができる。
　蛍光物質を有する発光装置とする場合には、その蛍光物質を効率良く励起できる短波長
が発光可能な窒化物半導体が好適に挙げられる。半導体層の材料やその混晶度によって発
光波長を種々選択することができる。
　また、可視光領域の光だけでなく、紫外線や赤外線を出力する発光素子とすることがで
きる。さらには、発光素子とともに、受光素子などを搭載することができる。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
　本発明に係る発光装置は、各種表示装置、照明器具、ディスプレイ、液晶ディスプレイ
のバックライト光源、さらには、デジタルビデオカメラ、ファクシミリ、コピー機、スキ
ャナ等における画像読取装置、プロジェクタ装置、などにも利用することができる。
【符号の説明】
【００４６】
　１…スタンプ台
　２…スタンプピン
　３…接着剤
　４…スタンプ台（ディスク）
　５…スタンプ台（カバ―）
　６…スキージ
　１０…発光装置
　　１１…パッケージ
　　　１１ａ…基体



(9) JP 6171613 B2 2017.8.2

　　　１１ｂ…リード
　　１２…接着剤
　　　１２ａ…下部接着剤
　　　１２ｂ…周辺接着剤
　　１３…発光素子
　　１４…ワイヤ
　　１５…封止部材

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６Ａ】
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【図６Ｂ】
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